
質問に答えていただくことで、
不足額給付２の対象者であるか
を確認することができます。

令和７年１月１日時点で、魚津市に
住民票がある。

魚津市では給付の対象ではありませ
ん。

令和５年中及び令和６年中の合計所
得が1,805万円以下である。

不足額給付２の対象とはなりません。
※１

令和５年中、令和６年中ともに合計所得が48万円を超えていますか？
（税務署での確定申告や市役所での住民税申告が必要な方は申告をお願いします）

令和６年度個人住民税の所得割が０
円（所得割額が発生していない）

令和６年分所得税（源泉徴収税）税
額が０円（所得税額が発生していな
い）

令和６年度個人住民税および令和６
年分所得税において定額減税を受け
ていない。

令和６年秋の調整給付を受給してい
ない。（支給対象者でない）

令和５年度非課税世帯給付金、令和
５年度均等割のみ課税世帯給付金、
令和６年度非課税世帯等給付金の対
象世帯の世帯主・世帯員ではない。

不足額給付２の対象となる可能性が
あります。魚津市ＨＰに掲載してい
る申請書を使っての申請が可能です。

低所得世帯支援給付金の受給対象で
あった場合、不足額給付２の対象と
なりません。

令和６年秋の調整給付を受けている
場合、不足額給付２の対象とはなり
ません。
※４

定額減税の適用を受けているため、
不足額給付２の対象とはなりません。
※３

定額減税の適用を受けているため、
不足額給付２の対象とはなりません。

定額減税の適用を受けているため、
不足額給付２の対象とはなりません。

自身が（青色）事業専従者であ
る

不足額給付２の対象とはなりま
せん。（扶養親族として減税・
給付の対象となったり、低所得
世帯支援給付の対象となってい
る場合があります）
※２

はい

いいえ

※１
令和５年中、令和６年中のどちらかの
合計所得が1,805万円以下の場合は支給
対象となる可能性があります。

※２
令和５年中は税制度上の扶養親族から
外れていた（合計所得金額が48万円を
超えた、または青色事業専従者であっ
た）ため、住民税の定額減税の対象に
なっていなかったが、令和６年中は扶
養親族（合計所得額が48万円以下）と
して、所得税の定額減税の対象となっ
た場合は、不足額給付２の対象となる
可能性があります。

※３
令和５年中は税制度上の扶養親族（合
計所得額が48万円以下）として住民税
の定額減税の対象になっていたが、令
和６年中は扶養親族から外れてしまっ
た（合計所得金額が48万円を超えた、
または青色事業専従者であった）ため、
所得税の定額減税の対象から外れてし
まった場合は、不足額給付２の対象と
なる可能性があります。

※４
令和５年中も令和６年中も合計所得金
額が48万円を超えていた、または青色
事業専従者であった方で、令和５年中
の所得では本人として当初調整給付の
給付を受けたが、令和６年中の所得で
は所得税の定額減税の対象から外れて
しまった場合は、不足額給付２の対象
となる可能性があります。


